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水銀による環境の汚染の防止に関する法律等に関する説明会の開催等について

このことについて、文部科学省より情報提供がありましたので、お知らせします。

平成 25年 10 月、水銀による環境規模での環境汚染を防止するため、水銀に関する水

俣条約が採択され、この水俣条約を的確かつ円滑に実施するため、日本では平成 27 年

に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」（平成 27 年法律第 42 号）が制定、公

布されました。

本法の施行に向け、平成 29 年１月から２月にかけて、法律の内容等をご理解いただ

くために本法に基づく措置の対象となる法人等の担当者向けの説明会を全国７都市で

開催します。参加を希望される場合は、各会場の申込締切までに株式会社エックス都市

研究所あて直接申し込み願います。
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